
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

五

号

原
発
か
ら
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
の
放
射
線
防
護
施
設
の
約
四
分
の
一
が
危
険
区
域
に
あ
る
こ
と
に
関
す
る

質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子

5



原
発
か
ら
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
の
放
射
線
防
護
施
設
の
約
四
分
の
一
が
危
険
区
域
に
あ
る
こ
と
に
関
す
る

質
問
主
意
書

超
党
派
の
議
員
連
盟
「
原
発
ゼ
ロ
の
会
」
で
は
、
七
月
二
十
日
に
中
川
雅
治
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
原
子
力
防
災
）
に

「
原
子
力
防
災
の
抜
本
是
正
を
求
め
る
申
し
入
れ
」
を
、
十
月
二
日
に
は
「
原
発
再
稼
働
を
め
ぐ
る
『
無
責
任
構
造
』
か
ら
の

脱
却
を
求
め
る
二
度
目
の
提
言
」
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
行
っ
た
が
、
こ
う
し
た
提
案
が
反
映
さ
れ
る
兆
し
が
現
時
点
ま
で

に
見
ら
れ
な
い
。

七
月
と
十
月
に
行
っ
た
提
案
の
共
通
項
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
平
成
二
十
七
年
に
決
定
、
平
成
二
十
八
年
度
に
改
正
し
た

「
原
子
力
災
害
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
改
善
を
求
め
た
も
の
だ
。

こ
の
要
綱
で
は
、
原
発
か
ら
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
あ
る
放
射
線
防
護
施
設
の
対
策
強
化
事
業
へ
の
補
助
金
の
交
付
基

準
と
し
て
「
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
に
立
地
す
る
こ
と
」
が
原
則
で

あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
内
閣
府
に
そ
の
基
準
が
満
た
さ
れ
た
か
否
か
を
示
す
資
料
を
公
開
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
平
成
三
十
年
六
月
現
在
、

十
七
道
府
県
五
十
九
市
町
村
に
あ
る
二
百
五
十
七
施
設
の
う
ち
六
十
九
施
設
が
そ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
四

一



分
の
一
の
放
射
線
防
護
施
設
が
、
「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」
、
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」
、
「
浸
水
想
定
区
域
」
、
「
津

波
浸
水
想
定
区
域
」
等
い
わ
ゆ
る
「
危
険
区
域
」
に
立
地
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
原
子
力
防
災
の
あ
り
よ
う
を
放
置
し
て
原
発
の
再
稼
働
を
認
め
る
こ
と
は
、
行
政
府
お
よ
び
立
法
府
の
怠
慢
で

あ
る
。
そ
こ
で
質
問
す
る
。

一

安
倍
内
閣
は
、
「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」
、
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」
、
「
浸
水
想
定
区
域
」
、
「
津
波
浸
水
想
定

区
域
」
等
い
わ
ゆ
る
「
危
険
区
域
」
は
、
立
地
の
原
則
で
あ
る
「
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
」
に
相
当
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

二

世
耕
弘
成
大
臣
は
平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
の
参
議
院
本
会
議
で
「
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
高
い
独
立
性
を
有

す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
っ
て
、
科
学
的
、
技
術
的
に
審
査
し
、
世
界
で
最
も
厳
し
い
レ
ベ
ル
の
新
規
制
基
準
に
適
合

す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
、
地
元
の
理
解
を
得
な
が
ら
再
稼
働
を
進
め
る
と
い
う
の
が
政
府
の
一
貫

し
た
方
針
で
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
危
険
区
域
に
放
射
線
防
護
施
設
が
あ
る
こ
と
は
、
政
府
の
一
貫
し
た
方
針
の
中

で
、
ど
の
よ
う
に
勘
案
す
る
の
か
。

三

伊
方
原
発
か
ら
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
あ
る
放
射
線
防
護
施
設
は
十
四
件
中
十
二
件
が
危
険
区
域
に
あ
る
が
、
政
府

二



は
、
「
原
子
力
災
害
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
で
求
め
た
原
則
が
遵
守
さ
れ
な
い
ま
ま
、
再
稼
働
を
容
認
す
る
の
は

何
故
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
に
は
広
島
地
裁
の
伊
方
原
発
三
号
機
の
運
転
差
し
止
め
仮
処
分
を
高
裁
が
取
り
消
し
、
同
月

二
十
八
日
に
は
大
分
地
裁
が
仮
処
分
を
却
下
し
た
。
こ
れ
は
、
周
辺
住
民
の
安
全
を
確
実
に
確
保
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
が

欠
如
し
た
な
か
で
の
判
断
に
過
ぎ
な
い
。
司
法
判
断
に
よ
っ
て
も
周
辺
住
民
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
、
「
原
子
力
災

害
対
策
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
が
求
め
た
よ
う
に
、
放
射
線
防
護
施
設
は
「
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
に
立
地
す
る
こ
と
」
を
、
さ
ら
に
法
律
で
も
義
務
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

五

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日
、
参
議
院
環
境
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
の
審
議
で
政
府
に
附
帯
決
議
を

課
し
た
。

�

附
帯
決
議
第
十
は
「
緊
急
時
の
原
子
力
規
制
委
員
会
と
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
役
割
分
担
や
連
携
に
つ
い
て
は
、
縦

割
り
の
弊
害
が
新
た
に
生
じ
な
い
よ
う
、
国
民
の
生
命
・
健
康
の
保
護
及
び
環
境
の
保
全
を
第
一
に
、
十
分
に
検
討
す
る

こ
と
。
ま
た
、
平
時
か
ら
の
防
災
対
策
の
強
化
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
原
子
力
防
災
会
議

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
明
確
な
役
割
分
担
の
下
、
平
時
か
ら
緊
密
な
連
携
関
係
を
構
築
し
、
防
災
体
制
の
一
体
化
を
図
る
こ

三



と
」
と
し
た
。
こ
の
附
帯
決
議
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
規
制
基
準
だ
け
で
は
「
国
民
の
生
命
・
健
康
の
保
護
及
び
環

境
の
保
全
を
第
一
に
」
考
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
国
会
が
指
摘
し
た
縦
割
り
の
弊
害
を
排
し
た

原
子
力
防
災
体
制
の
一
体
化
を
、
政
府
は
い
つ
ま
で
に
実
現
す
る
の
か
。
す
で
に
実
現
し
た
と
考
え
て
い
る
の
か
。

�

附
帯
決
議
十
九
は
「
防
災
対
策
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
、
実
施
機
関
及
び
支
援
機
関
の
役
割
、
責
任
に
つ
い
て
、
法

令
、
防
災
基
本
計
画
、
地
域
防
災
計
画
、
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
お
い
て
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
必
要
な
人
員

を
十
分
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
、
実
効
可
能
性
を
確
認
す
る
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ

と
（
略
）
」
と
し
た
。
危
険
区
域
に
放
射
線
防
護
施
設
が
立
地
し
て
い
る
こ
と
は
、
地
域
防
災
計
画
を
確
実
に
実
施
す
る

上
で
妥
当
性
、
実
行
可
能
性
が
確
認
で
き
て
い
る
状
態
だ
と
政
府
が
考
え
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

附
帯
決
議
二
十
は
「
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
の
度
合
い
や
影
響
を
与
え
る
時
間
は
、
異
常
事

態
の
態
様
、
施
設
の
特
性
、
気
象
条
件
等
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
発
電
所
ご
と
に
防
災
対
策
重
点
地
域
を
詳

細
に
検
討
し
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
し
て
地
域
防
災
計
画
等
の
策
定
に
活
か
す
こ
と
」
と
し
た
。

伊
方
原
発
か
ら
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
あ
る
伊
方
町
十
件
、
八
幡
浜
市
三
件
、
宇
和
島
市
一
件
、
計
十
四
施
設
の

う
ち
十
二
施
設
は
先
述
し
た
よ
う
に
危
険
区
域
に
あ
る
が
、
安
倍
内
閣
は
こ
れ
ら
地
方
公
共
団
体
と
こ
の
立
地
問
題
の
解

四



消
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。
協
議
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
つ
行
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。
ま
た
協
議
の
目
的
と
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

附
帯
決
議
二
十
一
は
「
原
子
力
事
業
者
が
行
う
防
災
訓
練
は
、
原
子
力
事
故
の
際
に
柔
軟
な
危
機
対
応
能
力
を
発
揮
し

て
対
処
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
抜
き
打
ち
訓
練
、
想
定
外
も
盛
り
込
ん
だ
ブ
ラ
イ
ン
ド
訓
練
を
含
め
、
重
大
事
故

の
発
生
を
含
め
た
厳
し
い
条
件
を
設
定
し
て
行
い
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

東
海
第
二
原
発
の
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
六
市
村
で
は
、
計
二
十
二
施
設
の
う
ち
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
Ｍ
Ａ
Ｏ

（
日
立
市
）
と
障
害
者
支
援
施
設
ピ
ュ
ア
里
川
（
常
陸
太
田
市
）
が
「
浸
水
想
定
区
域
」
に
、
久
慈
茅
根
病
院
（
日
立

市
）
が
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
自
治
体
が
原
発
事
故
と
豪
雨
災
害
な
ど
複
合
被
害
の
訓
練
を
行

う
と
し
た
ら
、
逃
げ
る
訓
練
と
な
る
の
か
、
避
難
せ
ず
に
浸
水
や
土
砂
災
害
に
屋
内
で
備
え
る
訓
練
を
行
う
の
か
。
複
合

被
害
の
避
難
訓
練
は
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

附
帯
決
議
二
十
三
は
「
本
法
附
則
に
基
づ
く
改
正
原
子
炉
等
規
制
法
の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
検
討
を
行

い
、
原
子
力
安
全
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
最
新
の
科
学
的
・
技
術
的
知
見
を
基
本
に
、
国
際
的
な
基
準
・
動
向

と
の
整
合
性
を
図
っ
た
規
制
体
系
と
す
る
こ
と
。
特
に
、
審
査
・
検
査
制
度
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
の
例
を
参
考
に
、
こ

五



れ
が
形
骸
化
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
厳
格
か
つ
実
効
的
な
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
者
が

常
に
施
設
の
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
規
制
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
」
と
し
た
。
放
射
線
防
護
施
設
が
危

険
区
域
に
立
地
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
審
査
対
象
と
な
ら
ず
、
原
発
を
稼
働
さ
せ
て
い
る
国
は
あ
る
の

か
。
避
難
の
実
効
性
の
確
保
は
、
原
子
力
安
全
規
制
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
政
府
が
知
り
え

る
範
囲
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


